
福祉避難所の運営方法
～受入から撤収までの流れ～

担当：保健福祉局保健福祉総務課

令和４年度 福祉避難所事前指定施設職員向け研修



避難者の把握・管理
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福祉避難所開設後は、原則として、１日１回、この
様式で区災害対策本部に報告してください。また、
避難者に増減があった場合も報告してください。

福祉避難所事前指定施設と区災害対策本部との
調整により、福祉避難所への移送が決定した避難
者は、【様式７ 移送先連絡票】を持参します。

避難先の公表について、避難者に御確認のうえ、
区災害対策本部に報告してください。

「様式３」状況報告書

「様式７」移送先連絡票

避難者の受入れ時の報告様式
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（様式７）
【福祉避難所】

移送先連絡票

4

対象者に移送先の福祉
避難所をお知らせする
様式ですが、入所確認
に使用しますので、対象
者から預かったうえで、
区災害対策本部にＦＡＸ
等で送付してください。

  
 

 年  月  日 

【福祉避難所】移送先連絡票 
 
福祉避難所移送対象者及び介助者の皆様 

区災害対策本部 
 

 あなたには，次の福祉避難所に移っていただくこととなりましたのでお知ら

せします。 
 【避難先福祉避難所：           】 
 
 以下の内容を確認いただくとともに，確認事項を記入のうえ，福祉避難所に

到着後，速やかに施設職員にお渡しください。 
 また，避難先となる福祉避難所に対して，到着予定日及び時刻の目安を事前

に連絡していただきますようお願いします。          （№   ） 

御

本

人 

氏名 
             様

（男・女） 
生年月日       

（  歳） 
住所  
連絡先  

介助者 
あり（氏名等          （続柄    ）） 
なし 

受入施設 
（福祉避難

所） 

施設名 
所在地 
ＴＥＬ    （    ）        

＜確認事項＞ 
 以下の質問について，お答えください。 
 外部から問い合わせがあった場合，住所と氏名を公表してよいかお書きくだ

さい（当てはまる方に○印を記入）。 
 情報を公表することによって，御親族の方々等に安否を知らせる等の効果が

ある反面，プライバシーの問題も考えられます。 
   
  （本人） 公表して よい・よくない 

   署名                        

  （介助者）公表して よい・よくない 

   署名                        

福祉避難所管理者様へのお願い 

 移送対象者の入所確認に使用しますので，福祉避難所移送対象者の方から，本票をお受け取りいただ

きましたら，速やかに，  区災害対策本部（ＦＡＸ   ―    ）まで送付いただきますようお

願いします。 

様式７ 



（様式３）
【福祉避難所】状況報告書
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避難者の受入可否や移
送協力の可否のほか、
施設利用者及び職員の
状況、地域の状況、設
備の状況、生活必需品
の在庫状況について記
載し、区災害対策本部
に報告してください。

様式３

福祉避難所名（施設名） 担当者名
TEL
FAX

報告日時

年 月 日 （　　） 午前・午後 時 分

＜避難者の受入可否（いずれかに○印を付けてください）＞

ア　可

イ　不可（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＜福祉避難所関係の状況（通常の施設利用者は除く）＞ （人）

身体 知的 精神 身体 知的 精神

＜福祉避難所移送対象者の移送協力の可否（いずれかに○印を付けてください）＞

ア　可

イ　不可

＜福祉避難所退所状況＞※福祉避難所入所者が退所した場合に記入をお願いします。

№ 退所日 № 退所日

※　「№」については，「福祉避難所入所に向けた確認票」の右上に記載している番号を記載してください。

※　「退所理由」ついては，次の内容から選択いただき，上記表に記入してください。

　　　（ア）帰宅　　（イ）施設へ入所　　（ウ）医療機関に入院　　（エ）他の福祉避難所へ移送　　（オ）その他（上記表に内容を記入）

＜その他特記事項＞

※　発災直後の1回目の報告時には，「安全点検チェックリスト（様式２）も併せて提出してください。

※　福祉避難所開設後は，原則として1日1回，区災害対策本部に報告を行ってください。

施設及び施設周辺の状況等について，記入等をお願いします。

１　施設利用者（福祉避難所避難者を除く）及び職員の状況

２　地域の状況

（※１）施設から最寄の幹線道路（国道，府道及び市道等）までの道路状況をご回答ください。

３　設備の状況

福祉 一般

異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 利用可 利用可
・ （　　　　） （　　　　）

・ ・
異常あり 停電 断水 供給停止 不通 不通 不通 利用不可 利用不可

（　　　　）

４　生活必需品の在庫状況（※２）

（※２）現在，施設内に在庫として保管している生活必需品（食料等）を御記入下さい。
（※３）ペットボトル５００ml換算

今後（受入可能人数）

枚

トイレットペーパー

ロール

トイレ用凝固剤

回分

合計

退所理由

合計高齢者
障害者

その他

入所
施設利用者

職員

退所理由

電子
メール

車両
その他

・

・

・
片側通行可

通行不可

・

確認者

【福祉避難所】　　状況報告書

あり
・

障害者
介助者 介助者

※　福祉避難所移送対象者の移送は，原則として家族・地域支援者等による移送となりますが，家
　族・地域　支援者による移送が困難な場合は，福祉避難所に対して移送協力をお願いする場合が
　あります。移送協力をお願いする場合は，改めて区災害対策本部からご連絡をさせていただきます。

通所

通行可

氏名

なし
・

なし

あり

・
未確認未確認

福祉避難所　→　区災害対策本部

土砂崩れ

高齢者

浸水

現在（受入状況）

氏名

・ ・

毛布飲料水

建物 電気 ガス水道 電話

紙おむつ

枚食分 本（※３）

道路（※１）

FAX

食料

・ ・

※ 福祉避難所開設後は、原則として１日１回、

本様式にて区災害対策本部に報告を行って

ください。



避難者の特性に応じた生活情報の提供や見守り

等を行うために、避難者名簿を作成し、避難者の

管理を行ってください。

名簿には、避難者の氏名や配慮事項、入退所日

に加えて、避難者の福祉避難所での

生活場所や避難先の公表の可否など

の記載を検討してください。

施設での受入人数等の把握

6

避難者名簿の作成



（様式６）
福祉避難所入所に向けた

確認票
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受入要請があった対象
者の障害の程度、要介
護度、普段の利用施設、
介助の必要性などが記
載されています。

区災害対策本部の職員
が、一般避難所における
聞取り調査により確認し
た内容です。



福祉避難所の運営
（体制の確立から運営まで）
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施設は、福祉避難所としての運営に必要なスタッフ

の確保に努めてください。

なお、職員の被災等によって、スタッフが不足する

場合は、人材の派遣を要請してください。

【様式８ 人材支援依頼書】

①専門スタッフの要請

→ 市災害対策本部保健福祉部に依頼

②ボランティアの要請

→ 区災害ボランティアセンター（区社協）に依頼

福祉避難所としての運営体制の確立
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人員の配置
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（様式８）
人材支援依頼書

福祉避難所の運営に
際して、人材派遣を希望
される際に、ご提出いた
だくものとなります。

必要な人材が、介護員
等の専門職か、ボランテ
ィアかによって、送付先
が異なりますので、ご注
意ください。



福祉避難所の運営にあたって、不足する食料や

水、必要な物資や機器については、区災害対策

本部に依頼し、必要分を確保してください。

○食料・飲料水

【様式９ 食料・飲料水手配依頼書】

○物資・機器の場合、手配依頼書

【様式１０ 物資・機器手配依頼書】

福祉避難所の運営
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物資の確保



12

（様式９）
食料・飲料水手配依頼書

福祉避難所の運営に

必要な食料及び飲料水

の提供を希望される際、

様式の上段に必要事項

を記入し、区災害対策本

部にご提出ください。
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（様式１０）
物資・機器手配依頼書

福祉避難所の運営に

必要な物資及び機器の

提供を希望される際に、

様式の上段に必要事項

を記入し、区災害対策本

部にご提出ください。



福祉避難所の運営にあたって、感染症が流行

しないよう、ゴミ処理や防疫に注意してください。

特にゴミについては、ゴミ捨て場の指定や燃える

ゴミ、燃えないゴミなどの分別のルールの明確化

を行うとともに、避難者がゴミ捨て場が分かるよう

に、分かりやすく明示してください。

福祉避難所の運営
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衛生管理



【体調不良者の発生】

避難者の体調等の悪化により、医療機関への入院
等が必要と判断された場合、区災害対策本部へ一報
し、関係機関と調整し、緊急入院等をさせてください。
医療機関の受診や救急車の要請等は、施設の判断

によって対応をお願いします。

【避難者同士のトラブル】

避難生活の長期化に伴って、避難者同士のトラブル
等の発生も予想されます。
必要に応じて、警察に通報するとともに、区災害対策

本部への一報をお願いします。

緊急時の対応
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福祉避難所の統合・閉鎖
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避難者が少なくなった福祉避難所が複数ある場合は、
福祉避難所を統合し、閉鎖していくこととなります。
その場合、移動等による負担が生じ、避難者の不満や

不安が強まることがありますので、各避難者及び家族等
に十分な説明を行い、理解を求めることが重要です。

福祉避難所の統合・閉鎖



福祉避難所の設置・運営等に要した費用は、一定

の基準に基づいて、実費弁償を行います。

【例】 （令和４年７月時点）

・福祉避難所の設置・維持管理等の費用

避難者１日１人あたりの限度額 ３３０円

・給食実施のための費用

避難者１日１人あたりの限度額 １，１８０円

【掲載元】災害救助事務取扱要領

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaiky
ujo.html

福祉避難所に要した費用
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【様式１２】 設置・運営等費用報告書

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/info_saigaiky


【参考】厚生労働省の通知
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・定員超過した受入をしても介護報酬を減算なし

・避難所の避難先を居宅とみなしてサービス提供

が可能 など

サービス利用施設としての受け入れ
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福祉避難所の開設は、災害救助法が適用される

災害が発生した時を想定しています。

災害救助法が適用される災害発生時を想定し、厚生

労働省から平成２５年度、平成２６年度に以下を記した

通知等が発出されています。



【参考】通知文（左：高齢者 右：障害者）
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ご清聴ありがとうございました。
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